
令和７年１２月公表分（県民局・地域事務所）　（業務委託）

1
備前県民局建設部
東備地域工務課工
務第１班

９－２－１　単県
道路維持作業

令 和 7 年 9 月 27 日
（有）尾尻建設
備前市麻宇那７０−１

8,690,000

　本業務は片上大橋において桁端部に損傷が確認されたことから、
橋梁への負荷を減らし損傷の進行を抑えるために緊急で片側交互通
行の交通規制を実施するものであり、早急に交通規制を行い橋梁へ
の負担を軽減しなければ、損傷が拡大する恐れがある。 
　また、当該橋梁は平均風速が２０ｍ／ｓを超えた場合に交通規制
を実施する箇所となっており、過去に交通規制を実施して手順等を
熟知し、現場付近の道路状況や交通状況にも精通している下記業者
が現場近傍に存在している。 
　以上のことから、本業務は急迫を要するものであり、通知の期間
等を短縮してもなお競争入札に付するいとまがないとともに、早急
に対応が可能な下記業者がいることから、競争入札に付することに
よらず、随意契約を行うものである。

第 ５ 号

2
備前県民局建設部
東備地域工務課工
務第１班

９－２－２　単県
道路維持作業

令和 7年 10月 15日
（有）尾尻建設
備前市麻宇那７０−１

17,820,000

　片上大橋において桁端部に損傷が確認されたことから１０月６日
に有識者を含めた緊急点検を行ったところ、補修工事が必要となっ
た。 
　しかし、設計等を含め工事発注までに相当な期間が発生すること
が判明したことから、１０月１５日以降も引き続き、安全に車両が
通行できる対策が講じられるまでの間、片側交互通行の交通規制を
する必要が生じた。 
　以上のことから緊急の必要により競争入札に付するいとまがない
ことから、随意契約を行うものである。

第 ５ 号
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